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 ○ 所管事項の報告について 

１ 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひ 

とり親世帯分）について 

２ 新型コロナワクチン接種実施計画について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和３年４月 19日(月) 

   午前９時 30分 

場所 第三委員会室 



 

 

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 
（ひとり親世帯分）について 

 

１．給付金の概要 

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ふたり親子育て

世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を

勘案し、児童 1人につき一律５万円の子育て世帯生活支援特別給付金を支給するもの。 

 

２．給付金支給対象者 

⑴  児童扶養手当受給世帯等への給付 

① 令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けている者 

  ② 公的年金給付を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者 

  ③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の

対象となる水準に下がった者 

  

３．対象世帯概算 

  上記 ２．①    2,550世帯   児童数 3,825人 

  上記 ２．②③     320世帯   児童数   455人 

   計        2,870世帯     計 4,280人 

 

４．給付までの流れ 

(1) 申請不要分（上記２．①） 

給付金の案内を送付し、受け取りを辞退する者からの申請を受けたのち、児童扶養手当給付

の金融機関口座へ振り込む。 

(2) 申請必要分（上記２．②③） 

給付金の案内を送付し、給付の申請を受け、直近の収入状況を確認したのち、指定の金融機

関口座へ振り込む。 

 

５．支給時期 

(1) 児童扶養手当受給世帯への給付（上記２①） 

①  ５月上旬  対象世帯確定 

②  ５月中旬  案内発送 

③  ５月下旬  支払 

(2) 年金受給者・家計急変者への給付（上記２②③） 

①  ５月中旬  昨年の給付金支払い実績のある世帯に通知・市ホームページや広報に掲載 

②  ５月～令和４年２月  申請受付 

③  ６月～   随時支払 

 

６．所要額 （全額国庫負担・4月補正） 

   事業費：214,000千円    事務費： 5,800千円 

 

７．その他  

ひとり親家庭以外の低所得の子育て家庭に対しては、支給を実施する方策を国が検討中 

民 生 協 議 会 資 料 

令和 3 年 4 月 19 日 

福祉部子育て支援課 
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新型コロナワクチン接種実施計画について 

１．計画の策定 

・ 市が実施する新型コロナワクチン接種の実施計画として、現時点までの国からの

情報や八戸市医師会との協議を踏まえ、令和３年４月 16日策定。 

・ 今後のワクチンの供給状況など国の動向等を踏まえ、計画は適時更新を図る。 

２．高齢者向け優先接種の進め方 

（１）接種券の送付（４月 21日発送） 

・ 接種案内、予診票、接種券２回分を同封。 

（２）施設入所者への接種（４月 21日開始予定） 

・ 接種を実施する医療機関の医療従事者がまだワクチン接種を受けていない場合、当市に

供給される高齢者向けワクチンを融通し、事前に接種を受けていただく。 

・ 特別養護老人ホームの入所者及び施設従事者より接種を開始。 

※ 特別養護老人ホーム 14施設は５月中旬までに順次接種を開始 

（３）個別接種（５月下旬開始予定） 

・ かかりつけ医など身近な医療機関において個別接種を実施する。 

・ 各医療機関での事前予約は、５月 17日より受付開始。 

※ 市内 98医療機関において実施予定 

（４）集団接種（６月下旬開始予定） 

・ 医療機関の診療時間内に都合のつかない方等を対象に、補完的に集団接種を実施する。 

・ 市コールセンター及び予約システムでの事前予約は、６月 14日より受付開始。 

実施会場 実施曜日 実施時間 

八戸市総合保健センター（１階大ホール） 水・木、土・日・祝 
13～17時 

ＹＳアリーナ八戸（２階ホワイエ） 土・日・祝 

 ※ 個別接種及び集団接種の開始日は、５月中旬のワクチン供給量の確定（4月 24日）

を待ち正式に決定する。 

 ※ 高齢者以外の接種開始時期は、国が今後示す考え方等にしたがい決定する。 

  

４月 ５月 ６月

接種券発送

個別接種

集団接種

4/21★

4/21～ 特別養護老人ホームから順次開始

6月下旬 集団接種開始

6/14～ コールセンター等の予約開始

ワクチン供給本格化（見込）ワクチン供給（限定量）ワクチン供給

高齢者施設

区分

5月下旬 個別接種開始

5/17～ 医療機関の予約開始

※水・木、土・日・祝に実施

※5月中旬の供給量は4/24確定予定

民 生 協 議 会 資 料 
令和３年４月 1 9 日 
保 健 予 防 課 
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◎ 高齢者施設の接種順位等の整理         ※ №1,2が特別養護老人ホーム 

№ 施設種別 接種開始日 施設数 入所者 従事者 

1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※ ４月 21日～ 5 143 160 

2 介護老人福祉施設※ ４月 26日～ 9 601 634 

3 介護老人保健施設 ５月 10日～ 7 718 280 

4 介護療養型医療施設 順次調整 4 214 - 

5 介護医療院  1 47 - 

6 特定施設入居者生活介護  3 125 83 

7 地域密着型特定施設入居者生活介護  1 17 15 

8 認知症対応型共同生活介護  31 480 417 

9 養護老人ホーム  1 50 45 

10 有料老人ホーム  38 1,254 766 

11 サービス付き高齢者向け住宅  15 418 270 

12 軽費老人ホーム  5 129 53 

13 生活支援ハウス  2 8 2 

   122 4,204 2,725 

３．副反応への対応等 

（１）副反応への対応 

・ 被接種者はまず身近な医療機関（接種先またはかかりつけ医療機関等）を受診する

こととされており、受診先の医療機関が必要に応じ、専門的な医療機関を紹介する。 

（２）健康被害の救済 

・ 副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に生じるものであ

ることから、接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済することとされている。 

・ 市は、予防接種健康被害調査委員会を設置し、予防接種と健康被害との因果関係等

について医学的見地から調査審議を行う。 

４．接種に関する広報 

・ 各種の媒体を通じ、接種の実施に関する情報を適時発信する。 

・市ホームページ及びＳＮＳ等 

・新聞広告 

・広報はちのへ（５月中旬に特別号を全戸配布予定） 

【参考】接種順位及び対象者数（総人口約 226,000人） 

接種順位 対象者（概数） 備考 

① 高齢者（65歳以上） 約 69,800人 住民基本台帳年齢階級別人口 

② 基礎疾患を有する方 約 18,500人 推計値（総人口の 8.2％） 

③ 高齢者入所施設の従事者 約 3,600人 推計値（総人口の 1.6％） 

④ 上記以外の方（16歳以上） 約 96,600人 住民基本台帳年齢階級別人口 

- 16歳未満の方（当面対象外） 約 27,800人 住民基本台帳年齢階級別人口 

※ 高齢者に先立ち、医療従事者（約 9,700人）の優先接種が３月から順次実施中 

※ 推計値は、国が示す算定方法の例によるもの 
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八戸市新型コロナワクチン接種実施計画 

 

令和３年４月 16日策定 

 

１．計画の位置付け                               

・  予防接種法における臨時接種の特例規定に基づき、市が実施する新型コロナワ

クチン接種の実施計画として策定する。 

・  ワクチンの供給状況など国の動向等を踏まえ、計画は適時更新を図る。 

 

２．接種対象者                                 

（１）対象者の範囲 

・  原則として、接種日に当市の住民登録のある方とする。 

・  ただし、当市に住民登録の無い方が、やむを得ない事情により当市で接種を希望す

る場合は、原則として、市に事前に届出いただくことで対象者とすることができる。 

（２）接種順位及び対象者数（総人口約 226,000人） 

接種順位 対象者（概数） 備考 

① 高齢者（65歳以上） 約 69,800人 住民基本台帳年齢階級別人口 

② 基礎疾患を有する方 約 18,500人 推計値（総人口の 8.2％） 

③ 高齢者入所施設の従事者 約 3,600人 推計値（総人口の 1.5％） 

④ 上記以外の方（16歳以上） 約 96,600人 住民基本台帳年齢階級別人口 

- 16歳未満の方（当面対象外） 約 27,800人 住民基本台帳年齢階級別人口 

※ 高齢者に先立ち、医療従事者（約 9,700人）の優先接種が３月から順次実施中 

※ 高齢者入所施設の従事者は、高齢者と同時期の接種も可能 

※ 推計値は、国が示す算定方法の例によるもの 
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３．高齢者（65歳以上）への接種に係る実施方法                                     

（１）基本的な考え方 

・  供給されるワクチンを効率的に使用する必要があるため、接種は事前予約制とする。 

・  かかりつけ医など身近な医療機関での個別接種を基本とし、医療機関の診療時

間内に都合のつかない方等を対象に、補完的に集団接種を実施する。 

※ ただし、ワクチンの供給が本格的に始まるまでの間は、限られた供給量のワク

チンを有効に活用することとし、感染した場合にクラスター化が懸念されるな

ど、高齢者の中でもリスクが高いと考えられる施設入所者に対象を絞って接種

を進める。 

（２）進め方（ワクチンの供給状況等により変更があり得る） 

①接種券の送付（４月 21日発送） 

・ 接種案内、予診票、接種券２回分を同封 

②施設入所者への接種（４月 21日開始予定） 

・ 接種を実施する医療機関の医療従事者がまだワクチン接種を受けていない場合、当市

に供給される高齢者向けワクチンを融通し、事前に接種を受けていただく。 

・ 特別養護老人ホームの入所者及び施設従事者より接種を開始（【別紙１】参照） 

※ 特別養護老人ホーム 14施設は５月中旬までに順次接種を開始 

③個別接種（５月下旬開始予定） 

・ かかりつけ医など身近な医療機関において個別接種を実施する 

・ 医療機関における事前予約は、５月 17日より受付開始 

※ 市内 98医療機関（【別紙２】参照）において実施予定 

④集団接種（６月下旬開始予定） 

・ 医療機関の診療時間内に都合のつかない方等を対象に、補完的に集団接種を実施 

・ 市コールセンター・予約システムにおける事前予約は、６月 14日より受付開始 

実施会場 実施曜日 実施時間 

八戸市総合保健センター（１階大ホール） 水・木、土・日・祝 
13～17時 

ＹＳアリーナ八戸（２階ホワイエ） 土・日・祝 

 ※個別接種及び集団接種の開始日は、５月中旬のワクチン供給量の確定（4月 24日）を

待ち正式に決定する。 
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【参考】進め方のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】集団接種会場の配置イメージ 

・八戸市総合保健センター（１階大ホール） 

 

・ＹＳアリーナ八戸（八戸市長根屋内スケート場）（２階ホワイエ） 
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４．実施体制                                   

（１）接種券の発送 

・  高齢者優先接種分は４月 21日に発送。 

・  高齢者以外の方の接種券は、国が今後示す考え方にしたがい発送する予定。 

（２）接種の事前予約 

① 個別接種 … ５月 17日より、各医療機関で受付 

② 集団接種 … ６月 14日より、インターネットまたは電話で受付 

（集団接種の開始に合わせ、予約システム及び予約専用コールセン

ターを設置予定） 

 ※ 高齢者以外の方の事前予約は、接種券が発送された後、接種順位に従い開始予定。 

（３）住民登録の無い方の接種の受付 

・  当市に住民登録の無い方で、やむを得ない事情により、住所地ではなく当市に

所在する医療機関または集団接種会場での接種を希望する方は、原則として市に

事前に届出をしていただく。 

（４）ワクチンの管理・分配 

・  国から超低温冷凍庫の配付を受け市内複数の医療機関等（基本型接種施設）に

設置し、当面供給されるファイザー社製ワクチンを保管する。 

・  ワクチンは、基本型接種施設から適切な温度管理のもと必要数量を配送し、サ

テライト型接種施設や集団接種会場において冷蔵管理する。 

・  配送は市が委託した業者２社が分担して基本型接種施設からサテライト型接種

施設へ週２回ずつ冷蔵で配送。 

（５）接種実績の管理 

① ワクチンの使用実績等の報告 

・  医療機関等は、「ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）」を用い、ワクチンの使

用数量等を報告する。 

② 予診票の管理 

・  医療機関等は、予診票について、接種対象者が持参した接種券及びワクチンメ

ーカーから送付されたワクチン名・ロット番号のシールが貼付されているか、ま

た必要事項の記載に漏れがないかを確認する。 

・  また、国が配付するタブレット端末を利用し、予診票の接種券貼付部分を読み

取り、「ワクチン接種記録システム（VRS）」に接種実績を登録する。 

※ タブレット端末は国から配付予定（令和４年３月に回収予定） 
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（６）コールセンター等の設置 

八戸市新型コロナワクチンコールセンター ０５０－５２１３－９４２３ 

・平日９～18時、土日祝 10～16時 

・接種に関する問合せ（接種場所の案内、接種券の紛失など） 

集団予約受付コールセンター（仮称）  未定 

・集団接種の開始に合わせ運用開始予定（集団接種の事前予約に対応） 

聴覚に障害がある方向け相談窓口（保健予防課） ０１７８－３８－０７３６ 

（ＦＡＸ） 

・ 国及び県のコールセンター 

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター ０１２０－７６１－７７０ 

・平日、土日祝：９～21時 

・コロナワクチン施策等に関する問合せ 

青森県新型コロナワクチン相談電話 ０５７０－０１２－０１８ 

・平日：９～17時 

・医学的な相談（接種後の副反応、医療従事者向けの相談など） 

・ ファイザー社製ワクチンに関する相談窓口 

ファイザー社新型コロナウイルスワクチン 

特設コールセンター 
０１２０－１４６－７４４ 

・平日、土：９～20時（日、祝除く） 

・ファイザー社製ワクチンに係る問合せ 

（ワクチンの安全性、有効性等に関わる基本的な問合せなど） 

 

（７）接種に関する広報 

・ 各種の媒体を通じ、接種の実施に関する情報を適時発信する。 

・接種券発送時に接種案内を同封 

・市ホームページ及びＳＮＳ等 

・新聞広告 

・広報はちのへ（毎月 20日発行号のほか、特別号の発行で対応） 
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５．副反応への対応等                              

（１）副反応等への対応及び報告 

① アナフィラキシーへの対応 

ア）個別接種 … 各医療機関で初期対応の上、必要に応じて救急要請を行う。 

イ）集団接種 … 従事している責任医師が初期対応の上、必要に応じて救急要 

請を行う。 

※ 搬送先 八戸市立市民病院、八戸赤十字病院 

② その他（アナフィラキシー以外）の副反応への対応 

・  副反応を疑う症状がある場合、被接種者はまず身近な医療機関（接種先または

かかりつけ医療機関等）を受診することとされている。 

・  受診先の医療機関は必要に応じ、県が協力依頼する専門的な医療機関（各圏域

に設置）を紹介する。 

※ 専門的な医療機関 八戸市立市民病院、八戸赤十字病院 

 

③ 副反応疑い報告 

・  医療機関は、副反応を疑う症状が確認された場合、厚生労働省に報告すること

とされている。 

・  厚生労働省は、これを厚生科学審議会に報告し、その意見を聴いて、予防接種

の安全性に関する情報を提供するなど、接種の適正な実施のために必要な措置を

講ずる。 

 

（２）健康被害の救済 

・  予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可避的に生

じるものであることから、接種に係る過失の有無に関わらず迅速に救済すること

とされている。 

・  市は、予防接種健康被害調査委員会を設置し、同委員会において、当該予防接

種と健康被害との因果関係等について医学的見地から調査審議を行う。 

以上  

被接種者
専門的な
医療機関

（各圏域に配置）

受診・相談

相談等

回答・受診のお勧め

紹介

協力依頼

身近な医療機関
（接種先、かかりつけ）

県の相談窓口
（副反応の医学的相談）

医療機関

厚生労働省報告 PMDA
(独)医薬品医療機器

総合機構
調査

報告の共有

情報整理・調査

審議会での評価

必要な措置調査結果
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【別紙１】施設入所高齢者の接種順位等の整理          

 

№ 施設種別 接種開始日 施設数 入所者 従事者 

1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護※ ４月 21日～ 5 143 160 

2 介護老人福祉施設※ ４月 26日～ 9 601 634 

3 介護老人保健施設 ５月 10日～ 7 718 280 

4 介護療養型医療施設 順次調整 4 214 - 

5 介護医療院  1 47 - 

6 特定施設入居者生活介護  3 125 83 

7 地域密着型特定施設入居者生活介護  1 17 15 

8 認知症対応型共同生活介護  31 480 417 

9 養護老人ホーム  1 50 45 

10 有料老人ホーム  38 1,254 766 

11 サービス付き高齢者向け住宅  15 418 270 

12 軽費老人ホーム  5 129 53 

13 生活支援ハウス  2 8 2 

   122 4,204 2,725 

※ №1,2が特別養護老人ホーム 

 

  



8 

 

 

【別紙２】個別接種実施医療機関一覧 

№ 医療機関名 № 医療機関名 

1 青い森腎クリニック 26 三条クリニック 

2 あおば循環器内科クリニック 27 嶋田医院 

3 青森労災病院 28 下長内科クリニック 

4 安達内科クリニック 29 シルバークリニック 

5 あらい整形外科リハビリテーション

クリニック 

30 菅原内科医院 

6 荻生内科医院 31 鈴木内科医院 

7 於本病院 32 洲﨑耳鼻咽喉科医院 

8 かきざき生活習慣病クリニック 33 すわクリニック 

9 かさい糖尿病内科クリニック 34 青南病院 

10 柏崎メディカルクリニック 35 せきあい内科 

11 春日井内科医院 36 関口内科クリニック 

12 かねた耳鼻科医院 37 高木クリニック 

13 きくち眼科 38 高橋医院 

14 岸原病院 39 滝沢小児科内科医院 

15 北村耳鼻咽喉科医院 40 たけうちマザーズクリニック 

16 きどクリニック 41 たんぽぽ皮フ科クリニック 

17 きむらクリニック 42 ちょうじゃの森内科クリニック 

18 きよかわ内科胃・大腸クリニック 43 苫米地レディースクリニック 

19 くば小児科クリニック 44 とみもと小児科クリニック 

20 熊谷眼科医院 45 巴小児クリニック 

21 倉本クリニック婦人科産科 46 内科種市病院 

22 圭仁会病院 47 中園内科クリニック 

23 健 呼吸器内科・アレルギー科 

クリニック 

48 南郷診療所   

24 坂本内科クリニック 49 南六クリニック  

25 佐々木泌尿器科病院 50 西口内科 

（次頁へ） 

 

  



9 

 

 

№ 医療機関名 № 医療機関名 

51 西村耳鼻咽喉科医院 76 平賀クリニック 

52 根城内科循環器科 

リハビリテーション科 

77 船越内科医院 

53 野々口整形外科 78 船越内科外科医院 

54 白山台やすらぎ館クリニック 79 ホームケアクリニック八戸 

55 橋本耳鼻科クリニック 80 松橋眼科クリニック 

56 長谷川内科胃腸科医院 81 丸山クリニック 

57 はち内科・消化器内科クリニック 82 岬台医院 

58 はちのへ江陽クリニック 83 みちのく記念病院 

59 八戸在宅クリニック 84 湊病院 

60 八戸城北病院 85 南類家整形外科クリニック 

61 八戸市立市民病院 86 向井田胃腸科内科医院 

62 八戸整形外科 87 村井内科クリニック 

63 八戸赤十字病院 88 村上耳鼻咽喉科医院 

64 八戸新井田クリニック 89 むらかみ脳神経クリニック 

65 はちのへ９９クリニック 90 村田内科 

66 八戸クリニック内科 91 メディカルコート八戸西病院 

67 八戸生協診療所 92 メディカルチェッククリニック 

68 はちのへハートセンタークリニック 93 山口胃腸クリニック 

69 八戸泌尿器科医院 94 山崎内科医院 

70 はちのへファミリークリニック 95 やわたクリニック 

71 八戸平和病院 96 類家内科クリニック 

72 はまなす医療療育センター 97 ろくごう整形外科 

リハビリテーションクリニック 

73 伴内科心臓血管クリニック 98 和田整形外科クリニック 

74 東八戸病院   

75 ひかり内科クリニック   
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